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【手続補正書】
【提出日】令和1年9月20日(2019.9.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パルプ繊維及び高吸収性ポリマーを含む使用済の衛生用品由来のセルロースナノファイ
バー化用パルプ繊維であって、
　前記セルロースナノファイバー化用パルプ繊維が、０．１質量％以下のリグニン含有率
を有する、
　ことを特徴とする、前記セルロースナノファイバー化用パルプ繊維。
【請求項２】
　前記セルロースナノファイバー化用パルプ繊維が、３００ｍＬ／ｈ以上の叩解度低下速
度を有する、請求項１に記載のセルロースナノファイバー化用パルプ繊維。
【請求項３】
　前記セルロースナノファイバー化用パルプ繊維が、０．６５質量％以下の灰分率を有す
る、請求項１又は２のいずれかに記載のセルロースナノファイバー化用パルプ繊維。
【請求項４】
　前記セルロースナノファイバー化用パルプ繊維が、２０°以下の水接触角を有する、請
求項１～３のいずれか１項に記載のセルロースナノファイバー化用パルプ繊維。
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